
 

 

 

海を守る国の仕事 

海上保安庁は、国土交通省の外局として設置されており、 

本庁（東京都）の下、日本全国に管区海上保安本部、海上保 

安部等を配置し、「海上の安全及び治安の確保を図ること」 

を任務としています。 

広大な「海」を舞台に多種多様な業務を行っています。 

巡視船艇での勤務のほか現場の船艇・航空機等を支援する部門が

本庁及び管区海上保安本部などに設置されています。 

採用区分 

 

詳しくは海上保安官採用

サイトをご確認ください 

お問い合わせ先 

〒455-8528 

愛知県名古屋市港区入船 2-3-12 

第四管区海上保安本部総務部人事課 

（管轄区域：愛知県・三重県・岐阜県） 

TEL：052-661-1611 

海上保安庁 HP https://www.kaiho.mlit.go.jp/ 

海上保安官は、巡視船艇や航空機に乗り組み、海上における現場業務に従事します。 

人命救助や災害対応など、状況に応じて判断し行動する役割を担っています。 

・人命救助・捜索救難活動 

・災害発生時の対応 

・海上の安全の確保 

採用区分により、管区内又は全国で勤務します。 

詳しい採用区分や試験内容については、海上保安庁採用サイトをご確認ください。 

 

 

 

 

 

国土交通事務官・国土交通技官は、本庁や管区海上保安本部等において、海上保安官の活動を事務・技術の面から

支える業務に従事します。 

 組織運営や専門分野を通じて、現場が円滑に機能するよう支援します。 

・人事、会計、総務などの事務に関する業務（国土交通事務官） 

・情報通信、施設、船舶等に関する技術業務（国土交通技官） 

・現場活動を後方から支援する業務（国土交通事務官・国土交通技官） 

文系・理系を問わず、さまざまな分野の職員が活躍しています。 

 

海上保安官（現場で海を守る仕事） 

国土交通事務官・国土交通技官（現場を支える仕事） 

 

 

公式 SNSで最新情報を更新中！ 

 

 

 

 

 

 

 

 

第四管区公式X 海上保安庁＠採用担当 X 
海上保安庁公式 Instagram 
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https://www.kaiho.mlit.go.jp/

